
 

事業所名 グループホーム町屋 

運 営 推 進 会 議 開 催 報 告 書 

開催日時 ２０１９年 １０月 ２８日（月）１４時００分～１４時３０分 

参 加 者 議   題 

利用者       ０名 

利用者家族     １名 

地域住民の代表者  ０名 

市職員       1名 

地域包括支援センター職員          

０名 

事業所       ３名 

① 行事報告 

② 行事予定 

③ 身体拘束適正化検討委員会 

④ 質疑応答 

⑤ 次回開催日 

  会    議    録 

① 行事報告 

 

１号館 

・９月１０日 誕生日会（２名）喫茶店に外出しお祝いさせて頂きました。 

・９月１３日 夜間想定避難訓練を実施しました。今回は、３時に地震が発生

し台所から火災が発生したと想定し行いました。初期消火訓練、火災通報装置

を使い、通報訓練、避難訓練を行いました。玄関外まで、９分４４秒にて避難

出来ました。 

 

２号館 

・９月５日  夜間想定避難訓練を実施しました。今回は、３時に地震が発生

し台所から火災が発生したと想定し行いました。初期消火訓練、火災通報装置

を使い、通報訓練、避難訓練を行いました。東屋まで、２６分４４秒にて避難

出来ました。 

・９月１２日 誕生日会をおやつ時に行い、皆さんでお祝いさせて頂きました。 

 

１・２号館合同 

・９月２０日 鮎のつかみ取りを行いました。ビニールプールに泳いだ鮎をつ

かみ取りして頂き、昼食にお召し上がり頂きました。 

・９月２１日 敬老会を行いました。昼食に赤飯、天ぷら盛り合わせ、茄子の

煮びたし、南瓜の煮付けなどをお召し上がり頂きました。おやつ時に、プリン、

フルーツポンチをお召し上がり頂き、日頃の感謝を込めてメッセージカードを

お渡しさせて頂きました。 

・１０月３日 秋の味覚祭 昼食に炊き込みご飯、さんまをお召し上がりいた

だきました。おやつに焼き芋をお召し上がり頂きました。 



・１０月１８日 昼食に海鮮バーベキュー（エビ、ほたて）、きのこ（しめじ、

エリンギ）をお召し上がり頂きました。おやつにじゃがバターをお召し上がり

頂きました。 

 

② 行事予定 

 

１号館 

・１１月 紅葉狩り 

・１２月 誕生日会 

     クリスマス会 

２号館 

・１１月 紅葉狩り 

誕生日会（２名） 

・１２月 クリスマス会 

 

 

③ 質疑応答 

 

・鮎のつかみ取りの鮎は、どのように用意されたのですか？ 

鮎は一宮の方の業者に頼み、用意して頂きました。生きたままの鮎を袋に入れ

て施設に届けてもらい、利用者様につかみ取りをお楽しみ頂きました。つかみ

取りした鮎をバーベキューコンロで焼いて、皆さま美味しそうにお召し上がり

頂けました。 

 

・先日、台風がありこの辺りは余り被害がなかったのですが、施設の前には川

がありますが、今まで特に何もなかったですか？ 

事業所開設当初から、川が台風や大雨で川が増水し、氾濫したことは今まであ

りません。川の上流は、川につながっておらず、大雨で川の水位が増える事が

あるかも知れませんが、上流から大量の水が流れてくる事は、ほぼないのでは

ないかと思います。 

 

・もう少しボランティアが来てくれるといいと思います。先日、施設に来た時

に、紙芝居をやっていて、こんな事もされているんだなと思いました。 

ボランティアの慰問は、大正琴、桜まつりでの手品などがあります。今後も利

用者様が楽しんで頂けるような行事、ボランティアを考えて行けたらと思いま

す。また、紙芝居ですが職員が行い、利用者様にお楽しみ頂いています。 

 

 



 

④ 身体拘束適正化検討委員会 

 

今回は、高齢者の人権について 

 

はじめに   

 

人権とは 
 

 

「全ての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」 

 

あるいは 

「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」 

 

であり、誰にとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によって守られ

るものであり、幸せに生きる為に誰にでも認められる基本的な権利です。しか

し、その人権をめぐって暴行や、虐待・差別など様々な問題が生じています。 

 

平成２４年では、法務局・地方法務局が扱った、人権が侵害された疑いのある

事件、「人権を侵害された」と被害者の申出を受けるなどして救済手続きをした

件数が約２万３０００件で内訳が５件に１件が「暴行・虐待」であり、その被

害者の８割以上を、女性や児童、高齢者・障害者が占めています。 

 

近年見聞きすることの多い女性（ＤＶ・セクハラ・職場での差別待遇など）や

児童（いじめ・体罰・虐待・売春など）以外にも、高齢化社会の進行によって

急増する高齢者や、国内に７００万以上とされる障害者の方への人権侵害も問

題になっています。 

 

高齢者の人権侵害とは 

 

・社会の機会損失 

 

「もうそんなに頑張らなくても」「年寄りの出る幕じゃない」等、年齢を理由に

働く事や社会参加の機会を奪う事は人権の侵害といえます。 

・高齢者を狙った被害 

 



金融商品などの契約トラブルに巻き込まれたり、悪徳商法の犠牲になる等の問

題が増えてきています。 

・虐待 

 

介護が必要な高齢者に対し、介護する人が介護に伴う疲労やストレスから虐待

を行う問題が生じています。 

 

まとめ 
 

人生８０年という長寿の時代を迎え、だれもが生涯を通じて、健康で明るく生

きがいを持って暮らすことを望んでいます。高齢者は、長年にわたり社会を支

え、文化を築いてきた大切な存在であり、これまで培ってきた豊かな経験や知

識は、次世代に受け継いでいく財産だと思います。高齢者が自らの意思で働き、

楽しみ、社会参加を通じて、若者や子供など幅広い層と交流することは、相互

の理解を深めるだけでなく、高齢者にとって大きな生きがいとなり、重要な文

化を伝えるためにも大切なことです。今回は、人権をテーマにさせて頂きまし

た。高齢者が人権を侵害される事なく、尊厳を保ち、笑顔あふれる毎日を過ご

せるような社会の実現に向かって、私たち一人一人が協力する事が大切だと思

います。 

 

⑤ 次回開催予定日 

２０１９年１２月１６日（月）１４時～ 

 

 


